


主 旨

厚生労働省は、

介護保険料の年金からの徴収方法の見直し

（口座振替選択制の導入）を検討している。

安定した介護保険財政を維持し、

高齢者のための介護基盤を守る立場から、

明確に反対を表明する。
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反対の理由

（１） 高齢者に戸惑いや不安が生じる。

（２） 保険料への影響が懸念される。

（３） 現場の市町村が混乱する。

（４） 第４期介護保険事業計画の策定に多大な影響を
及ぼす。

（５） ９割以上の市長が「現行制度を維持すべき」と回答。
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（１）高齢者に戸惑いや不安が生じる。

項目 内容 指摘事項

納付方法の選択
高齢者は、納付方

法の選択を求められ
る。

従来は不要であった納付方法の選択を行
わなければならず、高齢者に戸惑いが予想
される。

煩わしい手続きが増えたと感じる恐れが
ある。

残高の管理等

口座振替に際して、
残高の管理を要する。

未納を防ぐために常に残高を管理しなけ
ればならない。また、未納や滞納あった場
合には、給付制限等への心配をしなければ
ならない。高齢者にこうした不安が生じる恐
れがある。
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（２）保険料への影響が懸念される。

保険料納付方法の見直しによる保険料の推計値変更イメージ

第４期（平成２１～２３年度）： 約４，２７０円 ＋α円

自然増 １１０円
介護従事者対策 ７０円

納付方法の見直しの影響 α円

・収納率の低下（参考１）
・事務量の増大（４）

（参考）
・第１期（平成１２～１４年度）： ２，９１１円
・第２期（平成１５～１７年度）： ３，２９３円
・第３期（平成１８～２０年度）： ４，０９０円 5



（参考１）

・ 保険料徴収が特別徴収（年金天引き）から
口座振替へ移行すると、必ずしも１００．０％
の徴収率とはならず、介護保険財政に影響
を及ぼす恐れがある。

（参考） 介護保険料徴収率 ９５．２％
特別徴収対象者 １００．０％
普通徴収対象者 ８７．２％

（平成１９年度実績：稲城市）
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（３）現場の市町村が混乱する。

・ 窓口相談・意向調査、残高不足の振替不能による収納管理など、膨大な事務的
作業が想定されるが、市町村現場ではこれらの業務を担当する人的余裕がない。

・ 現行の数倍の口座振替対象者数となるものと見込まれることから、現在の収納
管理（口座管理）システムに新たな管理システムが加わることになるため、一層
複雑な管理が必要となるとともに、新たな介護保険事務処理システムの改修費、
口座振替管理費・口座振替手数料など膨大な費用が想定される。これらの膨大
な費用には税等が充てられる。

・ 特別徴収（年金天引き）に比べて口座振替制度では徴収率の低下が想定され、
その結果、一定の保険料の引き上げが想定されるが、すでに市町村介護保険事
業計画で保険料水準の変更は、「自然増減」「介護報酬改定」であることが浸透し
ており、第４期事業運営期間を控え、時間的にも「徴収率の低下による保険料引
き上げ」を説明することは難しく、現場の市町村での混乱が予想される。

このように、わざわざ税を使って徴収率を下げる変更を行い、高齢者の保険料の引
き上げにつながる施策を実施することは、住民の理解が得られないのではないか。
また、国と地方がこれまで築いてきた信頼関係を踏まえ、今後、制度見直しを行う

にあたっては、市町村保険者の意見を十分に聞いた上で検討する必要がある。
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（４）第４期介護保険事業計画の策定に多大な
影響を及ぼす。

次の理由により第４期事業計画の策定ができない。

① 特別徴収選択者と口座振替選択者の数が不
明であり、保険料収入が算定できない。

② 選択方式への変更に伴う電算システム変更等
の経費が不明であり、予算措置もされていない。

8



（５）９割以上の市長が「現行制度を維持すべき」と回答。

回 答 都市数
構成割合
（％）

① 現行の制度を維持すべきである。 １４３ ２０．７

② 年金天引きについて、社会保険料控除の

対象とした上で、現行の制度を維持すべき

である。

４８５ ７０．１

③ 口座振替と年金天引きの選択制を導入す

べきである。
６４ ９．２

【調査結果】（Ｈ２０．１２．９ １８：００現在）

≪調査概要≫

○ 調査期間： 平成２０年１２月１日～４日 ○ 対象都市： ８０９区市

○ 有効回答数： ６９２ ○ 回答率： ８５．６％
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解決の方向性

年金天引きと口座振替との間で生ずる

税負担の不均衡は、

税制の歪（ひずみ）に原因がある。

厚生労働省は、この問題を解決するため、

介護保険料の徴収方法を見直すのではなく、

税制改正を求めていただきたい。
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